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一
に
つ
い
て

「
平
成
十
九
年
度
拉
致
問
題
の
解
決
そ
の
他
北
朝
鮮
当
局
に
よ
る
人
権
侵
害
問
題
へ
の
対
処
に
関
す
る
政
府
の
取
組
に
つ

い
て
の
報
告
」
に
お
い
て
は
、
「
政
府
と
し
て
こ
れ
ま
で
に
関
知
し
て
い
る
範
囲
で
は
、
百
名
強
の
脱
北
者
が
我
が
国
に
入

国
し
て
い
る
」
と
し
て
い
る
。

二
か
ら
四
ま
で
に
つ
い
て

脱
北
者
等
が
我
が
国
の
在
外
公
館
に
保
護
を
求
め
て
き
た
場
合
に
つ
い
て
は
、
同
人
の
人
定
事
項
や
希
望
等
を
、
館
員
と

の
面
談
等
を
通
じ
確
認
し
た
上
で
、
生
命
又
は
身
体
の
安
全
確
保
等
の
人
道
的
観
点
、
関
係
国
と
の
関
係
等
を
総
合
的
に
考

慮
し
て
個
別
具
体
的
に
対
応
を
検
討
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
第
六
条
第
二
項
の
上
陸
申
請
を
行
っ
た
外
国
人

に
対
し
て
は
、
脱
北
者
で
あ
る
と
否
と
を
問
わ
ず
、
同
法
第
七
条
第
一
項
の
審
査
を
実
施
し
て
い
る
。

五
か
ら
八
ま
で
及
び
十
に
つ
い
て

一



お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
現
在
、
公
判
係
属
中
の
事
件
に
か
か
わ
る
事
柄
で
あ
り
、
答
弁
す
る
こ
と
は
差
し
控
え
た
い
。

九
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
事
件
」
以
外
に
、
こ
れ
ま
で
に
脱
北
者
を
装
い
、
不
法
に
入
国
し
た
と
し
て
検
挙
さ
れ
た
事
例
は
確
認
さ
れ

て
い
な
い
。

二


